
様式第１号（第７条関係） 

随 意 契 約 理 由 書 

契

約

内

容 

件 名 等 
（契約番号）４２９２０００３９７ 

スマートインターチェンジ基礎調査業務委託 

履行場所 南相馬市小高区内 

種  類 委託 

概  要 

ＳＩＣ基礎調査業務 １式 

・ＩＣ設置位置検討 １式 

・ＩＣ設置の必要性整理 １式 

・勉強会資料作成 １式 

・関係機関協議 １式 

相

手

方 

名  称 日本工営株式会社 福島営業所 

代 表 者 所長 中条 智 

所 在 地 福島県福島市本町５－８ 

根 

拠 

規 

定 

地方自治法施行令第１６７条の２第１項 

■２号 その性質又は目的が競争入札に適さないもの  

□３号 障害者施設等により製作された物品の買入れ、シルバー人材センター及び母子福

祉団体からの役務の提供を受ける契約 

□４号 新規事業分野の開拓事業者により生産された新製品の買入れ  

□５号 緊急の必要により競争入札に付することができないとき  

□６号 競争入札に付することが不利と認められるとき  

□７号 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき 

□８号 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき 

□９号 落札者が契約を締結しないとき 

随

意

契

約 

理

由

の 

説

明 

【具体的に記入すること】 

本業務は平成２５年度に福島県土木部高速道路室が実施した避難解除区域等における追

加インターチェンジの検討業務（第 13-41035-0006号常磐自動車道利活用促進検討業務委

託）及び平成２８年度に本市が発注した小高スマートインターチェンジ基礎調査業務委託

（4282000141）を補完する業務である。日本工営株式会社福島営業所は上記業務の受託者

であり、当該インターチェンジ設置に係る検討事項や周辺地域の状況を熟知しており、円

滑な業務遂行が見込めることから上記業者を内申したい。 

 

 

 

 

 

 

工事等担当課名 〔 土木課 〕 

※地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号は、競争入札に付さないことができる

としたものであるため、当該理由書の作成を要しないものとする。 



様式第１号（第７条関係） 

随 意 契 約 理 由 書 

契

約

内

容 

件 名 等 

（契約番号）４２９２０００３９９ 

営農再開支援水利施設等保全事業ため池等保全（南相馬地区）ため池堆積

土状況調査設計業務委託 

履行場所 南相馬市鹿島区永渡字東永渡地内外 

種  類 委託 

概  要 

農業用ため池 ６池 

 （鹿島１池、原町４池、小高１池） 

 平面測量  ３池 

 地積厚調査 １池 

 設計書作成 ６池 

相

手

方 

名  称 福島県土地改良事業団体連合会 

代 表 者 会長 車田 次夫 

所 在 地 福島県福島市南中央三丁目３６番地 

根 

拠 

規 

定 

地方自治法施行令第１６７条の２第１項 

☑２号 その性質又は目的が競争入札に適さないもの  

□３号 障害者施設等により製作された物品の買入れ、シルバー人材センター及び母子福

祉団体からの役務の提供を受ける契約 

□４号 新規事業分野の開拓事業者により生産された新製品の買入れ  

□５号 緊急の必要により競争入札に付することができないとき  

□６号 競争入札に付することが不利と認められるとき  

□７号 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき 

□８号 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき 

□９号 落札者が契約を締結しないとき 

随

意

契

約 

理

由

の 

説

明 

【具体的に記入すること】 

本事業は東日本大震災による原発事故により、避難を余儀なくされた地域を対象として

おり、ため池放射性物質対策の調査の結果が判明するまでは、ため池の維持管理が出来ず

土砂上げを実施できなかったため池を対象としています。 

当該業者は、今回対象となるため池６箇所のうち５箇所の放射性物質対策の詳細調査を

実施した業者であり、またそのうち２箇所は当該業者が対策工の設計中であることから、

調査データを効率的に活用し、設計を行えるのは当該業者のみであることから随意契約を

行いたいものである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

工事等担当課名 〔 農林整備課                           〕 

※地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号は、競争入札に付さないことができる

としたものであるため、当該理由書の作成を要しないものとする。 


